
【大桐小学校  学校いじめ防止基本方針】  

令和７年４月改定 

1．いじめの定義  

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該

児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行

為（インターネットを通じて行われるものを含む）であって、当該行為の対象となった児童

等が心身の苦痛を感じているものをいう。     （いじめ防止対策推進法  第 2 条）   

2．本校の基本方針のポイント  

上記の考えをもとに、本校では『いじめはどの学校、どの学級でも起こり得る』という認識のも

と、 「知・徳・体の調和のとれた子ども」の育成を目的に【大桐小学校いじめ防止基本方針】を策

定し取り組む。 

いじめの未然防止を最優先とし、事案の早期発見・早期解決を目指す本校の基本方針のポイントとし

て、以下の 3 点、に取り組む。 

① 生活指導においては児童の実態に即して、目標を立てる。  

・生活指導部会を定期的に開催する。 

・子どもの様子に関し、積極的な情報交換を実施する 。  

②  保護者と の連 携を密 にして、 ささい な ことも 見逃 さない体 制づくり を行 う。  

・子ども同士のトラブルなどには迅速に対応する。  

・平素から保護者との信頼の構築に努める。 

 ③ 思いやりがある、人にやさしい学校づくりに努める。 

・道徳教育の充実  

・講話や読み物教材の充実 

3．いじめの未然防止についての取組  

＜基本姿勢＞ 

全ての児童を対象に、いじめをさせないための取組を全教職員で行う。 

 （１）授業改善について（学力向上アクションプランをもとに）  

① 教科担任、専科指導などを通じて、  「わかる喜び」を体感させる。  

② 研修計画に従い、教員が切瑳琢磨して学習指導に取り組み、指導力を向上させる。  

③ 問題解決学習を心がけ、考える力を高める。 

(2）  自己肯定感を高める（児童会活動やキャリア教育の計画等から）  

① 学級活動では、自分たちで計画し、みんなで学校を楽しく、よりよくしようとする態度を  

育てる。  

② 児童会活動・委員会活動などで、人のためになる仕事を責任を持って行うことを体感させ、 



自己肯定感をはぐくむ。 

いじめを許さない、見逃さない雰囲気の醸成  

① 道徳教育の年間計画のもと、互いを思いやる大切さや命の大切さを実感できる指  

導を行う。 

② いじめについての教材を活用して、体感できる指導を工夫する。  

③ 情報モラルなどについても、計画的に取り組む。  

4．いじめの早期発見についての取組  

＜基本姿勢＞ 

いじめは 、大人 が気づ き にくい かた ち で行われる こと を認 識し、ささいな兆 候であって

も、 「いじめ では ！？」と の疑い をもち、 軽視せず積極的な認知に努める。  

①小さな変化にも気づく鋭敏な感覚を持ち、児童の心に寄り添った指導ができるよう、  

教職員が日々の研究と修養を積む。 

②問題が起こった時には、記録をとり、教職員が共有できる体制づくりを行う。  

③アンケート調査を活用し個人面談を行う。  

④学びポータル（一人一台端末）の「心の天気」「連絡相談機能」を活用して、日々の子  

   どもの状況把握に努める。  

5．いじめの早期解決についての取組  

＜基本姿勢＞ 

発見・通報を受けた場合には、一部の教職員だけで抱え込まず、組織的に対応する。 

被害児童を守り通すとともに、教育的配慮の下、毅然とした態度で加害児童を指導する。 

また指導においては、形式的に謝罪や責任を行うのではなく、社会性の向上、 児童の人格 

の成長に主眼を置いた指導を行う。 

①教職員が共通理解し、問題解決に一丸となって取り組む。  

②子どもへの指導は複数の教員で対応し、適切な指導を心がける。 

③家庭との連携を密にして、問題を共有し、ともに解決しようとする関係を構築する。 

④必要に応じて、関係諸機関との連携を行う。（窓口は教頭）  

⑤いじめが犯罪行為に相当し得ると認められる場合は、警察への相談・通報を行う。  

 

6．いじめ問題に取り組むための校内組織  

（１）「いじめ対策委員会」を設置する。 （学校長を長とする） 

① 構 成   校長・教頭・教務主任・生活指導部長・学年主任・養護 （助）教諭  

関係教職員  

②  役 割  

・学校基本方針に基づいて、年間計画を作成・実行・検証する。  

・いじめの疑いや児童の問題行動にかかわる情報の収集や記録・共有を行う。 



・いじめに係る情報があった場合は緊急会議を開き、迅速な情報の共有と、  関係 

児童への事情聴取、指導および支援の方針の決定、保護者との連携を行う。  

・定例として、学期に１回は「いじめ対策委員会」を開催し、いじめの疑いや児童の問題行

動にかかわる情報の収集に努める。 

 【年間計画】 

「いじめ・いのちについて考える日」（5 月連休後すぐの月曜日）  

校長講話・いじめアンケート・学級指導  

【調査等】・児童生徒対象いじめアンケート調査 年 3 回（６月・10 月・2 月） 

【研修会】 ・校内いじめ防止研修  年２回（５月・１０月）  

 

（２）保護者や地域・関連機関との連携  

・ホームページや学校だよりを通じて情報発信をする。  

・学校協議会への提案・意見交換を行う。  （年 3 回）  

  ・スクールカウンセラー（令和 6 年度より週１回の配置）との連携  

 

（３）取組内容の検証 

・PDCA サ イ ク ル の 活 用 や 「 運 営 に 関 す る 計 画 」 と の 関 連 を 図 る 。  

・未然防止の推進・再発防止に関しての改善方法について、委員会で協議する。  

 

（４）事象の経年による共有  

・生活指導部によるデータ管理（作成は担任）と継承  

 

７．重大事案への対処  

（１）「生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑い」「相当の期間学校を欠席する  

ことを余儀なくされている疑い」等があった場合、速やかに教育委員会に報告し、  

連携して調査及び対応を行う。  

（２）学校の対応（隠蔽しない・誠意ある対応・窓口の一本化）  

（３）調査組織の設置と事実関係の明確化  

(いじめによる重大事態の報告があった場合、第三者委員会による初動調査を実施 )  

（４）被害児童及びその保護者への適切な情報提供  

（５）教育委員会への報告  

 

８．教育相談体制  

.    相談→担任・担当 →学年主任・生活指導部長・管理職に報告→  

 

いじめ防止対策委員会で指導方針の決定→被害児童への支援・加害児童への指導→ 

 

被害児童・加害児童の保護者への連絡→学級・学年等での全体指導 

※途中経過等、情報を管理職・関係教職員で共有し、被害児童及び保護者の要望・意向を踏ま

え方向性を確認し、対応策を講じる。 



 

 

 

 

 

■フローチャート図のねらい 

いじめを発見した時、解決に向けて迅速かつ適切で組織的な対応を図るため作成する。 

■指導の流れ 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大桐小学校 いじめ発生時の対応フローチャート 

 

いじめについての訴え・通報・アンケート・兆候・懸念 

大桐小学校 いじめ対策委員会 
構成 校長・教頭・教務主任・生活指導部長・学年主任・養護教諭・関係

教職員 （長は学校長とする） 

 

★関係児童への事情聴取、保護者への初期対応 

★いじめについての情報収集・分析、記録・共有 

 

         いじめと判断したら・・・ 

 

★事実関係の確認・整理（再調査も含む） 

★指導および支援の方針の決定、保護者との連携 

★関係諸機関との連携  

★継続指導の計画・経過観察 

★事態収拾の判断 

★再発防止に向けての取り組み 

 

 

 

 

・被害、加害児童への支援・指導 

・関係児童への指導 

・全体（学年・学級）への指導 

二次指導 

・経過観察 

・学年・学級への授業による指導 

や学年集会等によるディスカ 

ッションなど 


